
◎公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する

法律の一部を改正する法律 
（令和三年三月三一日法律第一四号）   

一、 提案理由（令和三年三月一〇日・衆議院文部科学委員会） 

○萩生田国務大臣 この度、政府から提出いたしました公立義務教育諸学校の学級編制

及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及

び内容の概要を御説明申し上げます。 

 ソサエティー五・〇時代の到来や子供たちの多様化が一層進展するなどの状況下にお

いて、安全、安心な教育環境の下、誰一人取り残すことなく全ての子供たちの可能性を

引き出す教育へと転換し、個別最適な学びと協働的な学びを実現することが求められて

おり、ＩＣＴを活用した、子供たち一人一人の教育ニーズに応じたきめ細かな指導を可

能とする少人数学級を推進することが必要であります。 

 この法律案は、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るた

め、公立の小学校等の学級編制の標準を改めるものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、公立の小学校及び義務教育学校前期課程の同学年の児童で編制する学級に係

る一学級の児童の数の標準を四十人から三十五人に一律に引き下げることとしておりま

す。 

 第二に、この法律案は、令和三年四月一日から施行することとしておりますが、令和

七年三月三十一日までの間における一学級の児童の数の標準については、第二学年から

第六学年まで段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び

文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校にあっては、四十人とする経過措置を設

けることとしております。 

 第三に、政府は、公立の義務教育諸学校における教育水準の維持向上のためには、学

級規模及び教職員の配置の適正化を図ることに加え、多様な知識経験を有する質の高い

教員が教育を行うとともに、教育活動を支援する外部人材を活用することが重要である

ことに鑑み、学級編制の標準の引下げが学校教育活動に与える影響及び外部人材の活用

の効果に関する実証的な研究を行うとともに、教員免許制度等の在り方について検討を

行い、それらの結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとするこ

ととしております。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院文部科学委員長報告（令和三年三月一八日） 

○左藤章君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 



 本案は、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公

立の小学校等の学級編制の標準を改めるものであり、その主な内容は、次のとおりであ

ります。 

 第一に、公立の小学校及び義務教育学校前期課程の学級編制の標準を現行の四十人か

ら三十五人に引き下げること、 

 第二に、令和七年三月三十一日までの間における学級編制の標準については、第二学

年から第六学年まで段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学

年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校にあっては、四十人とすること 

などであります。 

 本案は、去る三月九日本委員会に付託され、翌十日萩生田文部科学大臣から趣旨の説

明を聴取しました。十二日に質疑に入り、十六日には参考人から意見を聴取しました。

昨十七日、質疑を終局し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年三月一七日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現するとと

もに、全ての子供たちの教育的ニーズに応じたきめ細かな指導体制と安全・安心な教

育環境を整備するため、政府は、少人数学級の効果検証結果等を踏まえ、中学校三十

五人学級の検討を含め学校の望ましい指導体制の構築に努めること。また、高等学校

の学級編制の標準の在り方についても検討すること。 

二 小学校六年生までの段階的な三十五人学級編制は、必要な加配定数を削減すること

なく、安定的な財源によって措置すること。特に、地方公共団体がそれぞれ行ってい

る三十五人を下回る少人数学級やチーム・ティーチング等の少人数指導、いじめ・不

登校等に係る指導、専科配置などの加配定数は、教育環境の改善に必要不可欠なもの

であることを踏まえ、必要な教職員定数を引き続き確保すること。 

三 三十五人学級を担う教員の人材確保のため、文部科学省が進める教員免許更新制や

研修の包括的な検証において、教員免許更新制の大幅な縮小や廃止を含め、教員の資

質能力の確保、負担の軽減、必要な教員の確保の観点から検証・検討を行い、その結

果に基づき必要な措置を講ずること。 

四 意欲と情熱をもって教育に取り組む優れた教員を確保するため、学校教育の水準の

維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の趣旨を

踏まえた処遇の充実を図るとともに、義務教育費国庫負担金及び地方交付税の財源確

保を確実に行うこと。また、学校における働き方改革を推進するとともに、教育職員



の勤務実態調査を行い、これを踏まえ、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法その他の関係法令の規定について抜本的な見直しに向けた検討を

加え、その結果に基づき所要の措置を講ずること。 

五 学級編制の標準の引下げが教育活動に与える影響に関する実証的な研究については、

学力の育成のみならず、指導方法・学習環境の改善や不登校児童生徒、発達障害児童

生徒など特別なニーズを持つ子供への対応などを含め総合的に行うこと。 

六 学校における働き方改革に資するため、小学校高学年の教科担任制は、教員の定数

増を含め検討し、小学校教員の持ち授業時数の軽減を図ること。また、中学校教員が

小学校で指導する場合には、十分な負担軽減策を講ずること。 

七 質の高い教員の確保に向けて幅広く人材を活用するために、多様な知識又は経験を

有する社会人が働きながら教員免許状を取得することや教員免許状保有者が学び直し

を経て学校現場で働くこと等を支援するなど、教育職員免許法の抜本的な見直しを含

む検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 

八 本法により計画的な教員定数の改善が図られることによって、地方公共団体におい

ては必要な教員を採用・配置しやすくなる。国は、非正規教員が増加することのない

よう、地方公共団体に対し、正規教員を計画的・安定的に採用・配置するよう促すこ

と。 

三、 参議院文教科学委員長報告（令和三年三月三一日） 

○太田房江君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、

公立の小学校等の学級編制の標準を改めようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、少人数学級の効果、教

員確保に向けた取組、更なる学級編制の標準の引下げの必要性等について質疑が行われ

ましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民の斎藤理事、国民民主党・

新緑風会の伊藤委員、日本共産党の吉良委員より、それぞれ賛成の意見が述べられまし

た。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年三月三〇日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現するとと



もに、全ての子供たちの教育的ニーズに応じたきめ細かな指導体制と安全・安心な教

育環境を整備するため、政府は、少人数学級の効果検証結果等を踏まえ、中学校三十

五人学級などさらなる改善を含め検討し、学校の望ましい指導体制の構築に努めるこ

と。また、高等学校の学級編制の標準の在り方についても検討すること。 

二、小学校六年生までの段階的な三十五人学級編制は、必要な加配定数を削減すること

なく、安定的な財源によって措置すること。特に、地方公共団体がそれぞれ行ってい

る三十五人を下回る少人数学級やチーム・ティーチング等の少人数指導、いじめ・不

登校等に係る指導、専科配置などの加配定数は、教育環境の改善に必要不可欠なもの

であることを踏まえ、必要な教職員定数を引き続き確保すること。 

三、三十五人学級を担う教員の人材確保のため、文部科学省が進める教員免許更新制や

研修の包括的な検証において、教員免許更新制の大幅な縮小や廃止を含め、教員の資

質能力の確保、負担の軽減、必要な教員の確保の観点から検証・検討を行い、その結

果に基づき必要な措置を講ずること。 

四、意欲と情熱をもって教育に取り組む優れた教員を確保するため、学校教育の水準の

維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の趣旨を

踏まえた処遇の充実を図るとともに、義務教育費国庫負担金及び地方交付税の財源確

保を確実に行うこと。また、学校における働き方改革を推進するとともに、教育職員

の勤務実態調査を行い、これを踏まえ、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法その他の関係法令の規定について抜本的な見直しに向けた検討を

加え、その結果に基づき所要の措置を講ずること。 

五、学級編制の標準の引下げが教育活動に与える影響に関する実証的な研究については、

学力の育成のみならず、指導方法・学習環境の改善や不登校児童生徒、発達障害児童

生徒など特別なニーズを持つ子供への対応などを含め総合的に行うこと。 

六、学校における働き方改革に資するため、小学校高学年の教科担任制は、教員の定数

増を含め検討し、小学校教員の持ち授業時数の軽減を図ること。また、中学校教員が

小学校で指導する場合には、十分な負担軽減策を講ずること。 

七、質の高い教員の確保に向けて幅広く人材を活用するために、多様な知識又は経験を

有する社会人が働きながら教員免許状を取得することや教員免許状保有者が学び直し

を経て学校現場で働くこと等を支援するなど、教育職員免許法の抜本的な見直しを含

む検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 

八、本法により計画的な教員定数の改善が図られることによって、地方公共団体におい

ては必要な教員を採用・配置しやすくなる。国は、非正規教員が増加することのない

よう、地方公共団体に対し、正規教員を計画的・安定的に採用・配置するよう促すこ

と。 

  右決議する。 


